
第
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八

百

三

十

七

号

平

成

十

九

年

四

月

十

七

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

中
小
企
業
課)

二
八
六
ペ
ー
ジ

告

示

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結

(

行
政
改
革
課)

二
八
七

○
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉
政
策
課)

二
八
八

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

二
八
八

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
介
護
扶
助
を
担
当
さ
せ
る
機
関
の
指
定

(

同

)

二
八
八

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

二
九
一

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
変
更
の
届
出

(
同

)

二
九
一

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

二
九
二

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

同

)

二
九
五

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

二
九
五

○
保
安
林
の
指
定
予
定

(

飛
�
農
林
事
務
所)
二
九
五

公

示

○
鳥
獣
保
護
区
等
指
定
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

(

地
球
環
境
課)

二
九
六

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

医
療
整
備
課)

二
九
六

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

二
九
七

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
正
相
談
所)

二
九
七

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

二
九
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

三
〇
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

同

)

三
〇
〇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

恵
那
農
林
事
務
所)

三
〇
一
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岐
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日



規

則

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令｣

を｢

及
び
独
立
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令｣

に
改
め
、｢

及
び
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構(

以

下｢

機
構｣

と
い
う
。)｣

を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

、
次
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か｣
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中｢

第
十
条
第
二
項｣

を｢

第
十
一
条
第
二
項｣
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

申
請
者｣

と
い
う
。)

は
、
原
則
と
し
て
、

県
内
に
居
住
し
、
又
は
県
内
に
事
務
所
を
有
す
る
者
で
、
貸
付
金
の
償
還
に
応
じ
得
る
資
力
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
三
人
以
上
を
保
証
人
と
し
て
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

申
請
者
が
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
組
合
又
は
そ
の
連
合
会

(

以
下｢

組
合
等｣

と
い
う
。)

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
組
合
等
の
理
事
で
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を

一
人
以
上
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
三
項
中｢

そ
の
事
実
が
判
明
し
た
日
か
ら
、
十
日
以
内
に
新
た
に
保
証
人
を
立
て
、
知
事

の
承
認｣

を｢

速
や
か
に
、
知
事
に
届
け
出
て
、
必
要
な
指
示｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

借
主｣

を｢

申
請
者
又
は
借
主｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

借
主(

機
構
を
除
く
。)｣

を｢

申
請
者｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

前
二
項｣

に
、｢

借
主｣

を｢

申
請
者
又
は
借
主｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

借
主
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
を
し
た
後
に
お
い
て
も
、
貸
付
金
に
係
る
債
務

の
履
行
を
担
保
す
る
た
め
、
知
事
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
追
加
担
保
の
提
供
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
八
条
の
見
出
し
を｢(

貸
付
予
備
申
請
等)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

貸
付
金
の
貸
付
け
を
受

け
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

申
請
者｣

と
い
う
。)｣

を｢

申
請
者｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書

を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
特
に
認
め
た
と
き
は
、
申
請
者
は
、
同
日
後
に
お
い
て
も
貸
付
予
備
申
請
書
及

び
診
断
申
込
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

事
業
の
認
定
等)

第
九
条

申
請
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
、
中
小
企
業
高
度
化
事
業
に
着

手
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
中
小
企
業
高
度
化
事
業
計
画
認
定
申
請

書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
中
小
企
業
高
度
化
事
業
計
画
認
定
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、

そ
の
内
容
を
審
査
し
、
中
小
企
業
高
度
化
事
業
の
着
手
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
を
認
定
し
、

申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

申
請
者
は
、
第
二
項
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
、
中
小
企
業
高
度
化
事
業
に
着
手
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
認
定
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
事
業
の

内
容
を
変
更
す
る
場
合
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に
、
中
小
企
業

高
度
化
事
業
計
画
変
更
認
定
申
請
書
を
提
出
し
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

総
事
業
費
が
、
事
業
認
定
時
の
金
額
を
上
回
る
場
合

二

総
事
業
費
が
、
事
業
認
定
時
の
金
額
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
下
回
る
場
合

三

事
業
に
参
加
す
る
組
合
員
の
入
替
等
事
業
計
画
に
著
し
い
変
更
が
生
じ
た
場
合

第
二
十
二
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
に
対
す
る
貸
付
け)

第
二
十
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機

構
が
行
う
業
務
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中｢

第
十
七
条
各
号｣

を｢

第
十
八
条
各
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
十

七
条
第
三
号｣

を｢

第
十
八
条
第
三
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。
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第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を

二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中｢

設
置
等
の
計
画
若
し
く
は
場
所｣

を｢

設
置
の
場
所｣

に
改
め
、
同
条
中
第

二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
を

第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の

前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

貸
付
け
の
決
定
等)

第
十
条

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
認
定
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

た
事
業
が
完
了
し
、
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
知

事
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
貸
付
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
際
、
次
に
掲
げ
る
書
類(

貸

付
申
請
書
を
提
出
す
る
日
前
九
十
日
以
内
に
交
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。)

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
組
合
等
で
あ
る
と
き
は
、
貸
付
け
に
関
す
る
事
業
に
参

加
す
る
中
小
企
業
者
全
員
の
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

岐
阜
県
の
県
税

(

県
に
お
い
て
証
明
で
き
な
い
税
目
を
除
く
。)
に
つ
い
て
未
納
の
徴
収
金

(

徴
収
猶
予
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

二

県
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て

未
納
の
税
額(

納
税
猶
予
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
貸

付
け
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
貸
付
け
を
決
定
し
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
利
率

(

年
利)

の
欄
中

｢

〇
・
九
五｣

を

｢

一
・
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
カ
中

｢

中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律｣

を｢

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律｣

に
、｢

第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
事
業

計
画｣

を｢

第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
商
業
施
設
等
整
備
事
業
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る

特
定
事
業
に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計

画｣

に
改
め
、
同
号
ヨ
中｢

中
小
企
業
高
度
化
事
業｣

を｢

事
業｣

に
、｢

第
二
十
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
認
定
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
計
画｣

を｢

第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
中
小
小
売
商
業
高

度
化
事
業
に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計

画｣

に
改
め
、
同
号
レ
中｢

三
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で｣

を｢

三
の
項
、
五
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
中｢第

20条
関
係
｣

を｢第
21条
関
係
｣

に
、｢職

氏
名
｣

を｢氏
名
｣

に
、｢第

20条
第

１
項
｣

を｢第
21条
第
１
項
｣

に
、｢第

20条
｣

を｢第
21条
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
以
後
に
貸
付
け
を
決
定
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け
の
決
定
を
し

た
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
五
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

契
約
の
始
期

平
成
十
九
年
四
月
一
日

二

費
用
の
算
定
方
法

基
本
費
用
及
び
執
務
費
用
並
び
に
実
費
を
合
算
し
た
額

三

費
用
の
支
払
方
法

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
提
出
後
に
一
括
払
い(

た
だ
し
、
必
要
に
応
じ

て
前
金
払
を
す
る
。)

四

契
約
の
相
手
方

住
所

岐
阜
市
早
田
栄
町
二
丁
目
四
三
番
地

氏
名

所

洋
士

資
格

公
認
会
計
士
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岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

竹

内

医

院

竹

内

聡

関
市
下
之
保
二
八
二
五
番
地

平
成
��

･

�･

�

島

袋

内

科

島

袋

盛

一

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―
一

同

�

･

�

ア
カ
シ
ク
リ
ニ
ッ
ク

明

石

克

彦

可
児
郡
御
嵩
町
上
恵
土
字
仙

長
一
二
八
五
―
一

同

�･

�

伊
藤
歯
科
医
院

伊

藤

成

章

中
津
川
市
太
田
町
二
―
四
―

一
七

同

�

･

�

ヒ
ロ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

湯

谷

洋

未

安
八
郡
神
戸
町
瀬
古
一
〇
九

三
―
二

同

�･

�

ド
リ
ー
ム
調
剤
薬
局
苗

木
店

株
式
会
社
コ
ナ
ミ

ッ
ク
ス

中
津
川
市
苗
木
七
四
一
九
―

三

同

�･

�

服
部
薬
局
宮
前
店

有
限
会
社
仁
慶

瑞
浪
市
宮
前
町
二
―
三
六

同

ピ
ノ
キ
オ
薬
局
可
児
店

ピ
ノ
キ
オ
商
事
株

式
会
社

可
児
市
中
恵
土
字
東
欠
一
三

〇
七
―
一

平
成
��･

�･

�

さ
か
え
調
剤
薬
局

有
限
会
社
な
が
せ

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
三
〇
八

―
一
二
四

同

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

廃
止
年
月
日

竹

内

医

院

竹

内

英
次
郎

関
市
下
之
保
二
八
二
五
番
地

平
成
��

･

�･

��

島

袋

内

科

医
療
法
人
社
団
島

袋
内
科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―
一

平
成
��

･

��･

��

改

田

医

院

改

田

一

彌

飛
�
市
神
岡
町
坂
富
町
二
〇

―
三

同

下
村
歯
科
医
院

下

村

文

男

安
八
郡
神
戸
町
神
戸
七
三
―

一

平
成
��

･

�･

�

福
井
歯
科
医
院

福

井

敬
一
郎

高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
一
〇

二
五
番
地

平
成
��･

��･

��

高
山
調
剤
セ
ン
タ
ー
名

田
町
薬
局

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局
株

式
会
社

高
山
市
名
田
町
二
―
一
一
一

平
成
��･

�･

��

ド
リ
ー
ム
調
剤
薬
局
苗

木
店

有
限
会
社
夢
ド
リ

ー
ム

中
津
川
市
苗
木
字
室
屋
七
四

一
九
―
三

同

�･

��

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

指

定

年

月

日

島

袋

盛

一

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

訪
問
看
護

島

袋

内

科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

平
成
一
九
・

一
・

一
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島

袋

盛

一

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

居
宅
療
養

管
理
指
導

島

袋

内

科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

同

島

袋

盛

一

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

介
護
予
防

訪
問
看
護

島

袋

内

科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

同

島

袋

盛

一

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

島

袋

内

科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

同

有
限
会
社
ウ
エ
ル
エ
イ
ジ
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区

白
金
一
―
一
五
―
一
二

居
宅
介
護

支
援
事
業

ウ
エ
ル
エ
イ
ジ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー

瑞
浪
市
土
岐
町
八
二
五
九

―
六
九
九

平
成
一
九
・

二
・

一

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

通
所
介
護

岩
村
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

恵
那
市
岩
村
町
一
六
五
〇

―
一

同

四
・

一

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

通
所
介
護

明
智
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

恵
那
市
明
智
町
一
〇
九
〇

番
地

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

通
所
介
護

明
智
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

恵
那
市
明
智
町
一
〇
九
〇

番
地

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

通
所
介
護

串
原
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

恵
那
市
串
原
三
一
七
一
―

一

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

恵
那
市
社
協
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

恵
那
市
社
協
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
岩
村

恵
那
市
岩
村
町
一
六
五
〇

―
一

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

恵
那
市
社
協
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
山
岡

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向
一

二
〇
七
―
一

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

恵
那
市
社
協
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
す
ず
ら
ん

恵
那
市
明
智
町
一
〇
九
〇

番
地

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

恵
那
市
社
協
福
祉
用
具
貸
与
事

業
す
ず
ら
ん

恵
那
市
明
智
町
一
〇
九
〇

番
地

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

恵
那
市
社
協
福
祉
用
具
貸
与
事

業
す
ず
ら
ん

恵
那
市
明
智
町
一
〇
九
〇

番
地

同

社
会
福
祉
法
人
恵
那
市
社
会
福

祉
協
議
会

恵
那
市
大
井
町
七
二
七
―

一
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

恵
那
市
社
協
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
上
矢
作

恵
那
市
上
矢
作
町
下
七
二

三
―
一

同

有

限

会

社

あ

い

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
三

―
一
三

訪
問
介
護

有

限

会

社

あ

い

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
三

―
一
三

平
成
一
八
・
一
二
・

一
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有

限

会

社

あ

い

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
三

―
一
三

通
所
介
護

有

限

会

社

あ

い

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
三

―
一
三

同

有

限

会

社

あ

い

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
三

―
一
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

有

限

会

社

あ

い

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
三

―
一
三

同

有

限

会

社

あ

い

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
三

―
一
三

介
護
予
防

通
所
介
護

有

限

会

社

あ

い

各
務
原
市
蘇
原
新
生
町
三

―
一
三

同

郡

上

市

長

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
二
二

八
番
地

地
域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

郡
上
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
二
二

八
番
地

平
成
一
九
・

三
・

一

有
限
会
社
健
康
理
化
学
セ
ン
タ

ー

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
―

一
五

介
護
予
防

訪
問
介
護

サ
ン
ラ
イ
ズ
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
二
―

六
三

同

一
五

有
限
会
社
健
康
理
化
学
セ
ン
タ

ー

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
―

一
五

介
護
予
防

訪
問
看
護

サ
ン
ラ
イ
ズ
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
二
―

六
三

同

有
限
会
社
健
康
理
化
学
セ
ン
タ

ー

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
―

一
五

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

サ
ン
ラ
イ
ズ
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
二
―

六
三

同

有
限
会
社
健
康
理
化
学
セ
ン
タ

ー

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
―

一
五

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

サ
ン
ラ
イ
ズ
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
二
―

六
三

同

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

特
定
福
祉

用
具
販
売

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

平
成
一
九
・

四
・

一

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

介
護
予
防

訪
問
介
護

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

同

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

介
護
予
防

通
所
介
護

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

同

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

同

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

有
限
会
社
こ
す
も
す
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

養
老
郡
養
老
町
有
尾
三
九

番
地

同

池

田

町

長

揖
斐
郡
池
田
町
六
之
井
一

四
六
八
―
一

地
域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

池
田
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
六

二
八
―
二

同

川

辺

町

長

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
一

五
一
八
―
四

地
域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

川
辺
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
一

五
一
八
―
四

同



岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
名
称
等
を
変
更

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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医
療
法
人
忠
和
会
桃
井
病
院

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
六

三
番
地

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

桃
井
病
院
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
六

三
番
地

同

三
・

一

医
療
法
人
忠
和
会
桃
井
病
院

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
六

三
番
地

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

桃
井
病
院
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
六

三
番
地

同

医
療
法
人
忠
和
会
桃
井
病
院

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
六

三
番
地

居
宅
介
護

支
援
事
業

桃
井
病
院
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
六

三
番
地

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

廃

止

年

月

日

医
療
法
人
社
団
島
袋
内
科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

訪
問
看
護

島

袋

内

科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

平
成
一
八
・
一
二
・
三
一

医
療
法
人
社
団
島
袋
内
科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

居
宅
療
養

管
理
指
導

島

袋

内

科

関
市
下
有
知
一
一
二
〇
―

一

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

変

更

年

月

日

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

訪
問
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
羽
島

羽
島
市
江
吉
良
町
一
三
六

七
番
地

平
成
一
九
・

四
・

一

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

通
所
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
羽
島

羽
島
市
江
吉
良
町
一
三
六

七
番
地

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

居
宅
介
護

支
援
事
業

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
羽
島

羽
島
市
江
吉
良
町
一
三
六

七
番
地

同



岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
大
谷
字
蔵
ノ
上
二
九
六
、
三
一
八
か
ら
三
二
〇
ま
で
、
三
二
一
の
一
、
三
二
一
の

二
、
三
二
二
か
ら
三
二
四
ま
で
、
字
神
野
四
二
二
の
一
、
字
志
ん
の
谷
七
九
一
の
一
〇
か
ら
七
九
一

の
四
一
ま
で
、
七
九
一
の
四
九
、
七
九
一
の
五
〇
、
七
九
一
の
五
二
、
字
寺
屋
敷
四
三
六
の
一
、
四

三
七
、
四
三
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
大
谷
字
小
谷
七
五
四
の
三
四
か
ら
七
五
四
の
三
八
ま
で
、
七
五
四
の
五
四
、
七
五
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株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

介
護
予
防

訪
問
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
羽
島

羽
島
市
江
吉
良
町
一
三
六

七
番
地

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

介
護
予
防

通
所
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
羽
島

羽
島
市
江
吉
良
町
一
三
六

七
番
地

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

訪
問
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
各
務
原

各
務
原
市
蘇
原
申
子
町
三

―
三
一
―
一

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

居
宅
介
護

支
援
事
業

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
各
務
原

各
務
原
市
蘇
原
申
子
町
三

―
三
一
―
一

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

介
護
予
防

訪
問
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
各
務
原

各
務
原
市
蘇
原
申
子
町
三

―
三
一
―
一

同

社
会
福
祉
法
人
御
嵩
町
社
会
福

祉
協
議
会

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
二

三
九
―
一

訪
問
介
護

御
嵩
町
社
会
福
祉
協
議
会

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
二

三
九
―
一

平
成
一
七
・

四
・

一

社
会
福
祉
法
人
御
嵩
町
社
会
福

祉
協
議
会

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
二

三
九
―
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

御
嵩
町
社
会
福
祉
協
議
会

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
二

三
九
―
一

同



四
の
一
・
七
五
四
の
三
九(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

字
小
谷
七
五
四
の
一
・
七
五
四
の
三
四
か
ら
七
五
四
の
三
六
ま
で(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
二
本
木
字
荒
屋
洞
五
七
一
の
一
か
ら
五
七
一
の
五
ま
で
、
五
八
〇
の
五
か
ら
五
八

〇
の
八
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
丹
生
川
町
駄
吉
字
南
ヶ
洞
七
三
七
、
七
三
六
の
一
・
七
三
六
の
二(

以
上
二
筆
に
つ
い
て

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣
及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

平成19年４月17日 岐 阜 県 公 報 第１８３７号( 293 )



岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛
�
市
河
合
町
元
田
字
滝
ノ
谷
一
五
二
の
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛
�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛
�
市
古
川
町
下
野
字
北
ノ
峰
一
二
八
三
の
四
、
一
二
八
三
の
五
、
一
二
八
四
、
一
二
八
六
の
一
、

一
二
八
六
の
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛
�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
字
岩
�
瀬
四
八
一
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
字
足
打
谷

五
二
五
の
九(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
春
日
六
合
字
村
東
三
八
六
五
、
三
八
六
八
の
一
、

三
八
六
八
の
二
、
三
八
六
九
の
一
の
一
、
三
八
六
九
の
一
の
二
、
三
八
六
九
の
二(

次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。)

、
字
猿
子
場
三
八
九
七
の
二
、
三
八
九
七
の
三

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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字
岩
�
瀬
四
八
一
の
一
、
字
足
打
谷
五
二
五
の
九(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
字
村

東
三
八
六
五
、
三
八
六
九
の
一
の
一
、
三
八
六
九
の
一
の
二
、
三
八
六
八
の
二
・
三
八
六
九
の

二(
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
字
猿
子
場
三
八
九
七
の
二(

次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治

山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
坂
下
字
時
鐘
一
四
九
六
の
二
二
・
一
五
二
四
の
三
・
一
五
二
五
の
二
〇(

以
上
三
筆
に

つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

多
治
見
市
富
士
見
町
四
丁
目
五
一
の
二
、
富
士
見
町
五
丁
目
一
〇
四
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
多
治
見
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
十
九
年
五
月

平
成
十
九
年
五
月

八
日(

火)

午
後
一
時

平
成
十
九
年
五
月

七
日(

月)

午
後
二
時

日

時

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
一
二
四
四
―

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
三
八
―
一

白
鳥
地
域
振
興
事
務
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
西
横
山
四
一
〇
―

五

藤
橋
公
民
館

場

所

ひ
る
が
の
高
原
特
別
保
護
地
区

初
河
特
別
保
護
地
区

(

郡
上
市
地

内
、
面
積
一
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

存
続
期
間
十
年)

の
指
定
に
つ
い

て 川
尻
特
別
保
護
地
区

(

揖
斐
郡
揖

斐
川
町
地
内
、
面
積
一
一
八
ヘ
ク

タ
ー
ル
、
存
続
期
間
十
年)

の
指

定
に
つ
い
て

案

件

平
成
十
九
年
五
月

十
五
日(

火)

午
後
二
時

平
成
十
九
年
五
月

十
五
日(

火)

午
前
十
一
時

平
成
十
九
年
五
月

十
四
日(

月)

午
後
二
時

八
日(

火)

午
後
三
時
三
十
分

飛
�
市
宮
川
町
林
五
〇
―
一

宮

川
町
公
民
館

高
山
市
上
岡
本
町
七
―
四
六
八

飛
�
総
合
庁
舎

多
治
見
市
上
野
町
五
―
六
八
―
一

東
濃
西
部
総
合
庁
舎

八

た
か
す
町
民
セ
ン
タ
ー

塩
屋
大
谷
特
別
保
護
地
区

(

飛
�

市
地
内
、
面
積
一
二
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
存
続
期
間
十
年)

の
指
定
に

つ
い
て

城
山
特
別
保
護
地
区

(

高
山
市
地

内
、
面
積
二
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
存

続
期
間
十
年)

の
指
定
に
つ
い
て

虎
渓
山
特
別
保
護
地
区

(

多
治
見

市
地
内
、
面
積
四
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

存
続
期
間
十
年)

の
指
定
に
つ
い

て (

郡
上
市
地
内
、
面
積
三
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
、
存
続
期
間
十
年)

の
指

定
に
つ
い
て

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
上
宝
町
岩
井
戸
字
山
王
平
五
五
三(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
飛
�
農
林
事
務
所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
鳥
獣
保
護
区
等
指
定
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催

す
る
の
で
、
岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十
五
年
岐
阜

県
規
則
第
四
十
三
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
平
成
19年
度
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
第
１
四
半
期
分
ボ
イ
ラ
ー
用

燃
料
重
油
Ｊ
Ｉ
Ｓ
１
種
１
号
約
400�

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
２
月
１
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
３
月
23日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
多
治
見
市
栄
町
２
丁
目
70番
地

昭
洋
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役
柴
田
錦
見

６
落
札
金
額
54,390円

／
�
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医
療
法
人
社
団

日
新
会
城
山
病

院 森
川
ク
リ
ニ
ッ

ク 太
田
整
形
外
科

多
治
見
ク
リ
ニ

ッ
ク

多
治
見
歯
科
矯

正
ク
リ
ニ
ッ
ク

サ
ン
シ
ャ
イ
ン

Ｍ
＆
Ｄ
ク
リ
ニ

ッ
ク

岐
阜
県
厚
生
農

業
協
同
組
合
連

合
会
西
美
濃
厚

生
病
院

綜
合
病
院
高
山

赤
十
字
病
院

奥
田
整
形
外
科

公
立
学
校
共
済

組
合
東
海
中
央

病
院

医
療
法
人
中
津

川
共
立
ク
リ
ニ

ッ
ク

医
療
法
人
社
団

慶
桜
会
東
可
児

病
院

高
井
病
院

松
岡
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

新
田
医
院

名

称

中
津
川
市
苗
木
三
七

二
五
―
二

恵
那
市
長
島
町
中
野

六
一
六

美
濃
市
極
楽
寺
七
―

一 多
治
見
市
音
羽
町
二
―

五
一

多
治
見
市
本
町
一
―

八
〇
校
條
ビ
ル
４
階

瑞
穂
市
本
田
一
七
四
―

一 養
老
郡
養
老
町
押
越

九
八
六

高
山
市
天
満
町
三
―

一
一

大
垣
市
新
田
町
一
―

一
一
―
一

各
務
原
市
蘇
原
東
島

町
四
―
六
―
二

中
津
川
市
駒
場
一
六

六
六
―
一
一
二
二

可
児
市
広
見
一
五
二

〇 土
岐
市
妻
木
町
一
六

五
八

大
垣
市
新
田
町
二
―

一
四

加
茂
郡
白
川
町
中
川

四
八
八 所

在

地

内
科

内
科

整
形
外
科

内
科

矯
正
歯
科

内
科

内
科

消
化
器
科

整
形
外
科

整
形
外
科

内
科

内
科

内
科
泌
尿
器
科

内
科

内
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

腎
臓

腎
臓

整
形
外
科

腎
臓

口
腔

腎
臓

小
腸

小
腸

整
形
外
科

整
形
外
科

腎
臓

腎
臓

腎
臓

腎
臓

腎
臓

担
当
し
よ
う

と
す
る
医
療

の
種
類

同 同 同 同 同 同 同 育
成
・

更
生

同 同 同 同 同 同 更
生

自
立
支

援
医
療

の
種
類

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成

��･

�･

�

指

定

年
月
日

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
事
務
局
総
務
課
管
財
担
当

�
所
在
地
多
治
見
市
前
畑
町
５
丁
目
161番

地

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
横
山
ダ
ム
工
事
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公

共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
横
山
ダ
ム
工
事
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

水
準
・
河
川
横
断
・
深
浅
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら

同

十
九
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

１

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
横
山
地
先
か
ら
同
郡
同
町
東
杉
原
地
先
ま
で

２

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
横
山
地
先
か
ら
同
郡
同
町
広
瀬
地
先
ま
で

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
又
は
診
療
所)
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大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
民
病
院

医
療
法
人
社
団

豊
正
会
大
垣
中

央
病
院

う
ぬ
ま
東
ク
リ

ニ
ッ
ク

花
井
整
形
外
科

特
定
医
療
法
人

厚
生
会
木
沢
記

念
病
院

松
波
総
合
病
院

ま
つ
な
み
健
康

増
進
ク
リ
ニ
ッ

ク 赤
井
耳
鼻
咽
喉

科
医
院

岐
阜
県
厚
生
農

業
協
同
組
合
連

合
会
岐
北
厚
生

病
院

土
岐
白
楊
ク
リ

ニ
ッ
ク

医
療
法
人
白
水

会
白
川
病
院

新
可
児
ク
リ
ニ

ッ
ク

総
合
病
院
中
津

川
市
民
病
院

総
合
病
院
中
津

川
市
民
病
院

医
療
法
人
社
団

桃
仁
会
羽
島
ク

リ
ニ
ッ
ク

田
中
矯
正
歯
科

医
院

国
民
健
康
保
険

関
ヶ
原
病
院

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六

大
垣
市
見
取
町
四
―

二 各
務
原
市
鵜
沼
東
町

五
―
七

各
務
原
市
那
加
西
市

場
町
四
―
一
―
二

美
濃
加
茂
市
古
井
町

下
古
井
五
九
〇

羽
島
郡
笠
松
町
田
代

一
八
五
―
一

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町

一
〇

大
垣
市
御
殿
町
二
―

五 山
県
市
高
富
一
一
八

七
―
三

土
岐
市
肥
田
浅
野
朝

日
町
二
―
三
九

加
茂
郡
白
川
町
坂
ノ

東
五
七
七
〇

可
児
市
下
恵
土
五
二

九
四
―
一

中
津
川
市
駒
場
一
五

二
二
―
一

中
津
川
市
駒
場
一
五

二
二
―
一

羽
島
郡
笠
松
町
門
間

五
七
八
―
一

大
垣
市
郭
町
三
―
二

五 不
破
郡
関
ヶ
原
町
大

字
関
ヶ
原
二
四
九
〇
―

二
九

脳
神
経
外
科

歯
科
口
腔
外

科 内
科

内
科

整
形
外
科

泌
尿
器
科

泌
尿
器
科

内
科

耳
鼻
咽
喉
科

内
科

内
科

内
科

内
科

耳
鼻
咽
喉
科

脳
神
経
外
科

内
科

矯
正
歯
科

泌
尿
器
科

脳
神
経
外
科

口
腔

腎
臓

腎
臓

整
形
外
科

腎
臓

腎
臓

腎
臓

耳
鼻
咽
喉
科

腎
臓

腎
臓

腎
臓

腎
臓

耳
鼻
咽
喉
科

脳
神
経
外
科

腎
臓

歯
科
矯
正

腎
臓

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

ひ
ば
り
薬
局
東
神
田
店

白
鳥
薬
局

有
限
会
社
ハ
シ
モ
ト
薬
局

駅
前
店

有
限
会
社
ハ
シ
モ
ト
薬
局

な
い
き
調
剤
薬
局

エ
ー
ス
薬
局
広
見
店

め
い
じ
ま
ち
薬
局

シ
モ
ダ
薬
局

フ
ァ
ー
ス
ト
調
剤
薬
局
み

ず
ほ
店

フ
ァ
ー
ス
ト
調
剤
薬
局
そ

は
ら
店

さ
か
え
調
剤
薬
局

ピ
ノ
キ
オ
薬
局
可
児
店

さ
つ
き
調
剤
薬
局

山
中
薬
局
太
平
店

フ
ジ
サ
ワ
薬
局
バ
ロ
ー
店

フ
ジ
サ
ワ
薬
局
西
友
店

ド
リ
ー
ム
調
剤
薬
局
苗
木

店 有
限
会
社
ハ
シ
モ
ト
薬
局

音
羽
店 名

称

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
南
頬
町
四
―

八
六

不
破
郡
垂
井
町
東
神
田
二
―
二
三
―

二 郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
一
四
四
―
一
一

多
治
見
市
本
町
一
―
二
駅
前
プ
ラ
ザ

テ
ラ
内

多
治
見
市
新
町
一
―
四
九
―
一

海
津
市
海
津
町
内
記
二
〇
七
―
三

可
児
市
広
見
光
山
前
八
四
七
―
一
〇

多
治
見
市
明
治
町
一
―
五
七

多
治
見
市
宝
町
三
―
三
二
―
一

瑞
穂
市
十
九
条
二
四
七
―
一

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町
一
―
五
七
―

二 本
巣
郡
北
方
町
加
茂
三
〇
八
―
一
二

四 可
児
市
中
恵
土
字
東
欠
一
三
〇
七
―

一 可
児
市
塩
九
一
八
―
一
三

多
治
見
市
太
平
町
五
―
二
九

多
治
見
市
若
松
町
一
―
三
四

多
治
見
市
上
山
町
一
―
一
七
五

中
津
川
市
苗
木
七
四
一
九
―
三

多
治
見
市
音
羽
町
一
―
二
二

所

在

地

内
科

腎
臓

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成

��･

�･

�

指

定

年
月
日

同

(

薬
局)
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フ
ァ
ー
ス
ト
調
剤
薬
局
郡

上
八
幡
店

フ
ァ
ー
ス
ト
調
剤
薬
局
関

店 つ
く
し
調
剤
薬
局

セ
ガ
ミ
薬
局

浪
花
薬
局

さ
る
ぼ
ぼ
薬
局

草
み
ず
木
調
剤
薬
局

赤
い
実
調
剤
薬
局

か
と
う
薬
局

ピ
ノ
キ
オ
薬
局
大
垣
店

森
薬
局
グ
リ
ー
ン
・
ロ
ー

ド
店

い
る
か
薬
局

シ
ン
コ
ー
薬
局
土
田
店

有
限
会
社
三
笠
堂
薬
局

寺
内
�
橋
薬
局

真
正
調
剤
薬
局

ウ
シ
マ
ル
薬
局

し
い
の
み
薬
局

ご
う
ど
調
剤
薬
局

こ
ま
く
さ
薬
局
大
垣
店

粕
川
調
剤
薬
局

郡
上
市
八
幡
町
中
坪
一
―
八
―
三

関
市
池
田
町
九
一

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
九
〇
―
三

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
一
一
七
九
―
一

三 瑞
浪
市
寺
河
戸
町
一
一
〇
七
―
三

下
呂
市
萩
原
町
羽
根
四
一
―
二

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
六
―
九
三

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
三
―
五
五

〇
―
九

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
六
―
七
九

大
垣
市
林
町
四
―
六
四
―
一
清
水
ビ

ル
一
階

本
巣
郡
北
方
町
小
柳
一
―
一
一
七

羽
島
市
福
寿
町
浅
平
五
―
二
六

可
児
市
土
田
一
三
五
六
―
七
杉
山
ビ

ル
一
〇
三
号

大
垣
市
林
町
二
―
二
二

大
垣
市
寺
内
町
三
―
四

本
巣
市
下
真
桑
五
四
四
―
二

本
巣
市
上
保
一
二
五
七
―
四

関
市
上
白
金
一
〇
五
―
一

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
一
六
七

大
垣
市
新
田
町
二
―
二
〇
―
一

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
黒
田
字
松
生
四
六

一
―
二

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

美
濃
薬
局

上
中
薬
局

ふ
く
ろ
う
調
剤
薬
局

ユ
タ
カ
調
剤
薬
局
五
町

可
茂
調
剤
薬
局

ア
カ
ツ
カ
薬
局

貴
船
薬
局
土
田
店

な
ん
の
う
調
剤
薬
局

谷
汲
調
剤
薬
局

有
限
会
社
大
林
調
剤
薬
局

ス
ズ
キ
薬
局
大
新
町
店

コ
ー
ヨ
ー
調
剤
薬
局

井
桁
屋
あ
さ
ひ
薬
局

井
桁
屋
薬
局

国
枝
薬
局

サ
ニ
ー
調
剤
薬
局

た
か
や
調
剤
薬
局

平
成
調
剤
薬
局
小
瀬
店

シ
ン
コ
ー
薬
局
鵜
沼
店

益
田
調
剤
薬
局

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
二
五
五

八
―
一
三

羽
島
市
上
中
町
長
間
一
七
三
五
―
二

美
濃
市
殿
町
一
三
九
六
―
五

郡
上
市
八
幡
町
五
町
三
―
一
―
二
五

可
児
市
土
田
一
三
五
六
―
七

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
四
四
六
―
一

可
児
市
土
田
戸
走
八
八
六
―
二

海
津
市
南
濃
町
太
田
二
六
六
―
六

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
札
二
五
二
―

二 高
山
市
大
新
町
五
―
五
四

高
山
市
大
新
町
五
―
一

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
三
四
八
―
八

下
呂
市
金
山
町
金
山
二
六
〇
〇
―
二

下
呂
市
金
山
町
金
山
二
〇
五
二

大
垣
市
友
江
一
―
一
五

大
垣
市
荒
尾
玉
池
一
―
四
七

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木
二
―
六
〇

関
市
小
瀬
字
河
戸
前
五
五
七
―
二

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
一
―
一
〇
四

下
呂
市
幸
田
一
一
九
〇
―
一

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

(

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等)
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名

称

岐
阜
県
厚
生
農

業
協
同
組
合
連

合
会
東
濃
厚
生

病
院 名

称

ひ
だ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン Ｓ
ｕ
ｎ
・
サ
ン
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

古
川
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 下
呂
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 各
務
原
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

高
山
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
名

称瑞
浪
市
土
岐
町
七
六

―
一 所

在

地
所

在

地

高
山
市
西
之
一
色
町
三
―
六
四
七
―

二
四

山
県
市
高
富
一
一
八
七
―
三

飛
�
市
古
川
町
若
宮
二
―
一
―
六
六

下
呂
市
森
八
八
三
―
一
下
呂
福
祉
会

館
内

各
務
原
市
那
加
桜
町
一
―
五
九

高
山
市
森
下
町
一
―
二
〇
八
高
山
市

山
王
福
祉
セ
ン
タ
ー

所

在

地

整
形
外
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

整
形
外
科

担
当
し
よ
う

と
す
る
医
療

の
種
類

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 同 同 同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

育
成
・

更
生

自
立
支

援
医
療

の
種
類

指

定

年
月
日

平
成

��･

�･

�

辞

退

年
月
日

同 同 同 同 同 平
成

��･

�･

�

指

定

年
月
日

ド
リ
ー
ム
調
剤
薬
局
苗
木

店 高
山
調
剤
セ
ン
タ
ー
名
田

町
薬
局

中
津
川
市
苗
木
字
室
屋
七
四
一
九
―

三 高
山
市
名
田
町
二
―
一
一
一

同 育
成
・
更
生

同

�･

��

平
成

��･

�･

��

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
又
は
診
療
所)

(

薬
局)

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

川
辺
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成

��･

�･

��

理
事

平

岡

三

朗

加
茂
郡
川
辺
町
石
神

八
七
八
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

川
辺
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成

��･

�･

��

理
事

櫻

井

崇

加
茂
郡
川
辺
町
石
神

三
二
〇
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。
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恵

那

市

美

濃

東

部

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
一
九
・

四
・
一
七

認

可

年

月

日

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

白
川
町
蘇

原
土
地
改

良
区

平
成

��･

�･

��

理
事

土

井

充

加
茂
郡
白
川
町
赤
河
一
三
七
九
番
地
二
八

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
許
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
十
九
年
四
月
十
七
日
印
刷

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


